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失敗との付き合い方 

【参考】相談窓口 
消費生活センター 

消費生活センターなどは、各自治体に設置されてい
ます。そこでは、商品やサービスなど消費生活全般に関
する苦情や問合せなど、消費者からの相談を専門の相
談員が受付け、公正な立場で対応しています。 
※消費者ホットライン（局番なし 188 いやや！）では、身近な消費生活相談窓口を
ご案内します。 
 
 
 
 
 もし、トラブルに巻き込まれてしまったら、どうぞ相談してください。 
 消費生活のトラブルの場合、学生相談室ではクーリング・オフの方法などをお教
えします。また、相談員として弁護士も在籍していますので、自分で解決するため
にどんな対処をすればよいかアドバイスします。なお、代理人として弁護活動を行
うことはできません。また、弁護士をたてて解決をはかるべき事例の場合は、弁護
士への依頼の仕方のアドバイスをしています。 
 あなたに代わって解決をはかるのでなく、ご自分の手で解決して乗り越えること
のお手伝いをします。 
 
 大きな失敗をせずに大学生活を送ることができれば、それに越したことはありま
せん。しかし、失敗してしまったら、もうおしまいでしょうか？何も起きない時よ
りも、そこから立て直していくことは、より価値のある体験です。自分の手で後始
末をつけ、乗り越える体験は、あなたをとても大きく成長させ
てくれるはずです。思い切って相談することが、自分の手で解
決をはかる第一歩となります。学生相談室はみなさんを応援す
る場所でありたいと願っています。 
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おわりに 
 

たくさんの情報。 
さまざまなガイダンス。 

初めての一人暮らし。 
何から始めたらいいんだろう？ 

誰にきけばいいんだろう？ 
知ってる人は誰もいない。 

 
・・・そんなとき、学生相談室があることをぜひ思い出してください。 
 

学生相談室は、みなさんの学生生活を応援します。 
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